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環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課   

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた 

テレワーク等の徹底について（事務連絡） 

 

廃棄物行政の推進については、かねてより格別の御理解・御協力を頂き御礼申し

上げます。 

廃棄物処理事業者は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新

型コロナウイルス感染症対策本部決定）において「国民生活・国民経済の安定確保

に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられ、新型コロナウイルスの感染拡

大下においても処理を継続することが求められているところであり、廃棄物処理

に従事されている皆様の御尽力に感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた職場への出勤等（テレワーク等）に

ついては、令和３年１月15日付けの事務連絡で御協力をお願いしたところです。 

今般、令和３年２月２日付けで同基本的対処方針が改正され、２月８日以降につ

いて緊急事態措置を実施すべき区域について変更するとともに、期間を３月７日

まで延長することとされました。また、テレワーク等については出勤者数の７割削

減を目指し、接触機会を低減するため、「強力に推進」から「更に徹底」すると変

更されました。またこのことに関して、２月３日付けで内閣官房新型コロナウイル

ス感染症対策推進室から別添事務連絡が発出されました。 

廃棄物処理事業者の皆様におかれましては、引き続き廃棄物の適正処理のため

の事業継続を最優先にしていただきながら、オフィス部門等の可能な範囲で、在宅

勤務（テレワーク）やローテーション勤務を推進すること及び事業の継続に必要な

場合を除き20時以降の勤務を抑制すること等を更に徹底するよう御協力をお願い

いたします。また、今後テレワーク等の実施状況等に関する国や地方公共団体等に

よる調査等が行われた場合には、当該調査等に御協力くださいますよう併せてお

願いいたします。 

つきましては、貴連合会におかれましてもこれらの内容について御承知おきい

ただくとともに、各都道府県協会及びその会員企業に周知くださいますようお願

いいたします。 

 



 
 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福

岡県について緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、職場への出勤回

避等に関する取組について更なる徹底をお願いするものです。 

事 務 連 絡 

令和３年２月３日 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会構成員 各位 

 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 

 

 

テレワーク等の徹底について 

 

平素より大変お世話になっております。 

テレワークについては、１月 13日に各府省庁に対し、出勤者数の７割削減を目指すテレ

ワークの推進を依頼し、所管団体及び独立行政法人等にテレワークの実施を呼びかけてい

ただいたところです。 

 

昨日、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及

び福岡県について緊急事態措置を実施すべき期間が３月７日までに変更されるとともに、新

型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月 28 日新型コロナウイルス感

染症対策本部決定）が変更されました。今回の基本的対処方針の変更においては、従来の取

組を継続、徹底することとされましたが、テレワーク等については出勤者数の７割削減を目

指し、接触機会の低減するため、「強力に推進」から「更に徹底」するよう変更されました。 

 

これまでの間の状況をみると、人と人との接触機会の削減は必ずしも十分ではなく、例え

ば、１月末の駅の人流データによれば、昨年の感染拡大以前と比較し、昨年春の約７割減少

に対し、依然、首都圏で約４割の減少、関西圏で３割の減少にとどまっており一層の取組が

求められています。 

 

各府省庁におかれましては、これらの趣旨を十分ご留意の上、所管団体やその構成企業等

及び独立行政法人等に対する改めての周知・呼びかけをお願いします。また、特定都道府県

に所在する団体や企業については、テレワーク等の実施状況を把握し、状況に応じて更なる

取組の徹底を依頼する等の積極的な取組をお願いします。 

 

 

 

 



 
 

 上記周知や働きかけを行うに当たっては、可能な限り広範囲に、かつ、効率的に行う

ため、各府省庁の出先機関を活用することもご検討願います。 

 

 また、テレワークの実施状況等に関する国や地方公共団体等による調査等が行われた場

合には、所管団体やその構成企業等及び独立行政法人等においては、当該調査等に極力協

力していただくよう、あわせて依頼願います。 

 

 

 

【本件問合せ先】 

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室  

担当者：八重樫、重友、神前、倉田、北村、岩熊、山口、石岡 

TEL：03-6257-1309 

MAIL: reo.yaegashi.c8s@cas.go.jp 

   kazuaki.shigetomo.c9f@cas.go.jp 

MAIL: yuji.kozaki.f7j@cas.go.jp 

   hirofumi.kurata.v5j@cas.go.jp 

   shingo.kitamura.h6a@cas.go.jp 

MAIL: daichi.iwakuma.x9m@cas.go.jp 

MAIL: hirokazu.yamaguchi.v5v@cas.go.jp 

MAIL: takeaki.ishioka.k6n@cas.go.jp 
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